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石綿関連疾患に係る労災認定等事業場に対する退職労働者等への周知依頼等について

標記については、平成27年2月 13日付け労災発 0213第2号「労災補償業務の運営

に当たって留意すべき事項について」の記の第 3の 1の（3）により、指示されている

ところですが、本省に対して調査票の返送がない事業場名及び回答があった調査票を情

報提供しますので、下記に留意の上、確実に実施するようお願いします。

記

1 周知依頼等の対象事業場

周知依頼等の対象事業場は、以下の①及び②の事業場とすること。なお、本事務連

絡の発出以降に本省に対して回答があった事業場の調査票については、随時、情報提

供するので了知されたい。

①調査票の返送がない事業場（以下「未回答事業場j という。）

②回答があった事業場のうち、調査票の問 1（周知の聯且の有無）について「2

いいえ」と回答した事業場（以下「米実施事業場」という。）

2 周知依頼等の方法

( 1）未回答事業場

ア未回答事業場については、労働局において、返信用封筒を同封の上、別紙1

の依頼文等を送付することにより調査票の提出依頼を行うこと。返送された調

査票を確認した結果、未実施事業場に該当する場合には、引き続き下記（2）に

より対応すること。

なお、別紙lを送付した日から 2週間が経過しているにもかかわらず、調査

票が返送されない場合には、架電により督促することとし、それでもなお返送

されない場合には、その理由を聴取した上で、対応を終了して差し支えないこ

と。

イ 提出依頼を行った経過等については、別紙2に記載すること。

(2）米実施事業場

ア来実施事業場については、調査票の問3（恥組ができない理由）を確認の上、



架電により周知依頼を行うこと。

架電の結果、取組を行わない旨の回答があった場合には、その理由を聴取し

た上で、対応を終了して差し支えないこと。

イ 周知依頼を行った経過等については、別紙3に記載すること。

3 周知依頼等の実施期間及び実施状況の報告

実施期間については、平成27年9月末日までとし、同日現在の実施状況について、

別紙2、3及び局に返送された調査票の写しを平成27年 10月9日までに補償課業務

係あてに送付すること。



事業主の皆様へ

別紙1

平成 27年00月。。日

労働基準行政の推進につきまして、平素から御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、昨年 12月、要請文「石綿ばく露作業に従事されて

いた労働者等に対する健康管理手帳制度と労災補償制度・特別遺族給付制度の周知のお

願し、についてJを貴事業場に送付させていただきましたが、その際に回答をお願いした

「退職された労働者等に対する労災補償制度等の周知の取組についての調査票Jについ

て、期限までにご回答いただ、けなかったところです。

この調査票は、石綿による労災認定等事業場における退職労働者等への周知に係る取

組状況を把握して、より効果的な労災補償制度等の周知に役立てることを目的としてお

願いしているものです。

つきましては、昨年 12月に送付させていただいた文書一式を改めて送付させていただ

きますので、このうちの調査票についてご回答の上、同封の返信用封筒により、返送い

ただきますようお願い申し上げます。

なお、不明な点等がございまじたら、下記担当までお問い合わせ下さい。

00労働局労災補償課（担当 00) 

TEL: 00 

FAX: 00 



（昨年 12月に送付した要請文）

平成26年 12月24日

事業主の皆様へ

～石綿ばく露作業に従事されていた労働者等に対する健康管理手帳制度と

労災補償制度・特別遺族給付金制度の周知のお願いについて～

労働基準行政の推進につきまして、平素から御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、石綿による疾病は、石綿にさらされる業務（以下「石綿業務」といいます。）

の開始から 30年～40年という長期間を経過した後に発症することが多く、既に離職され

た方を含め、過去の石綿業務が原因となって発症したものかどうか気付かなかったり、

あるいは健康に不安をお持ちになっても、対処の方法がわからない方がいらっしゃるこ

とが懸念されます。

このため、厚生労働省では、石綿を取り扱っていた事業場の事業主の皆様に対して、

既に離職されている労働者の方々に石綿健康管理手帳制度の周知と申請の勧奨を行って

いただくことや、現在も勤務されている労働者の方々はもとより、既に離職されている

労働者やその御遺族の方々に、労災補償制度及び特別遺族給付金制度の周知と請求の勧

奨を行っていただくことを要請しています。

つきましては、貴事業場におかれましでも、既に離職されている方を含め、貴事業

場で石綿業務に従事していた労働者やその御遺族の方々に対し、

①石綿健康管理手帳制度の周知と申請の勧奨

②労災補償制度と特別遺族給付金制度の周知と請求の勧奨

をしていただきたくお願い申し上げます。 （制度の概要や申請手続き等については、



別添1を御参照ください。）

健康管理手帳制度・労災補償制度等をお知らせいただく際には、同封した労働者やそ

の御遺族の方々へのお知らせの文書（別添2）を参考にしていただき、ご不明な点等

ごぎいましたら、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局にお問い合わせください。

なお、今後、石綿健康管理手帳制度・労災補償制度等を効果的に周知する方法などの

参考とさせていただくため、貴事業場における周知等の取組状況を把握したいと考えて

おります。重ねてのお願いで誠に恐れ入りますが、貴事業場での周知等の取組の実施状

況（今後実施予定のものも含みます。）につきまして、別添3の調査票に御記入いた

だき、同封の返信用封筒により、平成27年 2月27日（金）までに送付いただき

ますよう、併せてお願い申し上げます。

［参考］周知の取組例（これまで把握した実例）

0 自社のホームページに健康管理手帳制度や労災補償制度等の情報を掲載し、周知している。

0 定年退職説明会や OB会で健康管理手帳制度や労災補償制度等について説明を行い、関連資

料を配布している。

0 退職した労働者の自宅に訪問し、健康管理手帳制度や労災補償制度等の説明を行っている。

0 離職が決定した労働者について、国が作成したパンフレットを配布するとともに、石綿作業

従事歴等の確認を行っている。

0 健康管理手帳を所持する方の健康診断受診状況の確認や受診案内等を行っている。

0 自社に相談窓口を設置し、退職された労働者やその家族も含め、健康管理手帳制度や労災補

償制度の申請等に関する各種相談に対応している。

厚生労働省労働基準局

補 償 課

安全衛生部労働衛生課



｜石綿健康管理手帳制度及び労災補償制度等の概要｜ 別添1

石綿健康管理手帳について
石綿業務に従事していた方（※）は、将来、肺がんや中皮躍などの健康被害が生じる

おそれがあります。これらの疾病は、右綿にさらされてから発症までの期聞が非常に長
く、離職後に発症することが多いため、疾病の早期発見を目的として、離職後の方を対象
とした健康管理手帳制度を設けています。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、盤塵量監査

6ヶ月に1園、無料で受けることができます。
※石綿業務に従事していた方は、石綿の製造や取扱いの業務（直接業務）だけでなく、E
じ作業場内で石綿を直接取り扱わない業務（周辺業務）に従事し、一定の石綿ぱ〈露の
所見がある離職者の方も対象となります。

〈〉申請手続き
労働者が離職する際は事業場を管轄する都道府県労働局に、離職の後は、労働者の

住居がある都道府県労働局に対して所定の申請書を提出していただくことになります。申
請手続きや制度に関する御相談は、最寄りの都道府県労働局において受け付けていま
すので、お気軽に御相談ください。

労災保険給付と特別遺族給付金について

〈〉労災保険給付
石綿業務が原因で中皮腫や肺がん等の疾病を発症した労働者の方は、療養補償

給付や休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。
また、石綿による疾病が原因でcくなった労働者の御遺族に対しては遺族補償給

付等が支給されますが、遺族補償給付を受ける権手IJは、労働者が亡くなった日の翌
日から5年で消滅しますn

〈〉特別遺族給付金
右綿による疾病により亡くなった労働者の御遺族で、労災保険の遺族補償給付を

受ける権利が時効（5年）により消滅した方に対し支給されます。
特別遺族給付金は御遺族の状況に応じて、年金又は一時金が支給されますが、

年金の支給は請求日の属する月の翌月分からとなりますので速やかに請求されるこ
とをお勧めいたします。

く〉周知・請求勧奨の必要性
①石綿による疾病は、石綿業務の開始から30年～40年という長期間を経過した

後に発症することが多いため、労働者が右綿業務に従事した可能性がある場合
は、注意喚起を行う必要があります。

②石綿は多くの業種・作業で使用されていたこと、間接ぱく露でも発症するおそれ
があること等から、右綿関連疾病の原因が過去の石綿業務にあることに気付かな
い場合があり、労災保険給付等の請求をしていないことがあるためです。

〈〉請求手続き
労働者の方が最後に石綿業務に従事した事業場を管轄する労働基準監督署に対

し所定の請求書を提出していただくことになります。

※請求手続きや制度に関する御相談は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働
局において受け付けていますので、お気軽に御相談ください。



別添2

石綿業務に従事されていた労働者の皆様または労働者の御潰族の皆様へ

石綿健康管理手帳と労災補償制度・特別遺族給付金制度について

厚生労働省では、石綿にさらされる業務（以下「石綿業務」といいます。）に従事し

ていた労働者（離職された方を含みます。）の健康管理対策や労災補償などを行ってい

ます。

下記1に該当する方は、健康管理手帳の交付を受け、 6か月に 1回、無料で健康診断

を受けることができますので、最寄りの都道府県労働局に御相談ください。

また、下記2に該当する方は、労災補償等の対象になりますので、最寄りの労働基準

監督署に御相談ください。

「
F
U

苦
闘

1 石綿健康管理手帳制度（相談・申請先：都道府県労働局）

石綿業務に従事した後に転職や退職をし、現在は石綿業務から離れている方が対象

で、具体的には、次の（ 1）～（ 3）のいずれかに該当する場合が対象です。

( 1 ）石綿の製造や取扱いの業務（直接業務）またはそれらに伴い石綿の粉じんが発散

する場所での業務（周辺業務）に従事し、一定の石綿ばく露所見がある方

( 2）以下の作業に l年以上従事していた方（ただし、初めて石綿の粉じんにばく露し

た日から 10年以上経過している必要があります。） （直接業務のみが該当）

・石綿の製造作業

・石綿が使用されている保温剤や耐火被覆材などの貼付け・補修・除去の作業

．石綿の吹き付けの作業白

・石綿が吹き付けられた建築物や工作物の解体・破砕などの作業

(3) (2）以外の石綿を取り扱う業務に 10年以上従事していた方（直接業務のみが該

当）

(4) (2）の作業に従事した月数に 10を掛けた数と（ 3）の作業に従事した月数の合

計が 120以上となる方（ただし、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から 10年

以上経過していること。） （直接業務のみが該当）

2 労災補償制度・特別遺族給付金制度（相談・請求先：労働基準監督署）

( 1）石綿業務が原因で肺がんや中皮腫等の疾病を発症した方や、それらの病気により

亡くなった労働者の御遺族

( 2）石綿による疾病により亡くなった労働者の御遺族で、時効（5年）により労災保険

の遺族補償給付を受給することができない方



～平成21年4月18より賜辺薬務も対象となります～

労働安全衛生法施行令等の改正により、石綿業務に従事した離職者を対象と ： 
する健康管理手帳の交付対象業務が平成2l年4月1日より拡大されます。己

れにより、石綿を製造し、又は取り扱う業務（直接業務）だけで砿く、同じ作 ~ 
業場内で石綿を取り扱わない業務（周辺業務）に従事し、一定の石綿iまく露の ： 
所見がある方も健康管理手帳の交付の対象となります。 ： 

なお、石綿業務に従事する又は過去に従事していた労働者に対して事業者が ： 
実施する石綿健康診断の対象業務にも周辺業務が加わります。 ： 

石綿業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が
生じるおそれがあります。これらの疾病については、石綿にさらされてから発症ま
での期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度を設
けて、盤瞳筆宣健康管理者苦行っております（※）。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診

断を6ヶ月に 1回、無料で受けることができます。
なお、事業者が労働者に対して実施する健康診断の費用は、事業者の負担です。 重E’（

※健康管理手帳の対象と怒る方は、過去に石綿業務に従事しており、その後に転職又は退職し、

現在は石綿業務から離れている方となります。

………一）副議面五ザ通話属労働局・労働基準監督署
平成21年3月

寸

」



「

L 

（ 
以下の波線部の業務が、今回新たに対象として追加されました。

石綿（これをその重量の0.1 J ＼一セントを超えて含有する製剤その他の物を

含む。）の製造又は取扱いの業務（直接業務）及びま艶到捜日買想史想史＆空

発散する場所における業務｛周辺業務）が対象です。直接業務の代表例として

は以下のような作業があります。

・車両・船舶内の区切られた空間における右綿を取り扱う作業

・石綿の欧付け作業

・石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物等の解体作業

・石綿製品の製造工程における作業

「周辺業務」の対象者とは？

、

｛ 石綿の製造又は取扱い1鞠（直接業務）に伴い発生した石綿粉州

康被筈を紡止するため、関係者以外の立入禁止措置を譜じるよう規定された作

業場内で石綿を取り扱わない作業Ii:従事し、石綿の粉じんにぱく露したおそれ

がある方が対象となります。なお、当該作業に従事していた時に、石綿による

じん肺健康診断を畏診されていた方I~、対象となります。

次のいすれかの要件に該当する場合、健康管理手帳が交付されます。 ） 

( 1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜田厚があること。

（直接業諦及び周辺義務が対象）

(2）下記の作業に1年以上従事していた方。（ただし、初めて石綿の粉じんにぱ

く露した臼から10年以上経過していること。）

（直接業務のみが対象｝

・石綿の製造作業

・石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の

作業

・石綿の欧付けの作業又は右綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、

破砕等の作業

(3) (2）の作業以外の石綿を取り扱う作業に 10年以上従事していた方。

（直接業務のみが対象）



「

（注意事項）

① 対象者は、石綿作業に継続して従事していた方に限られます。

② 交付要件の（2）、（3）両方の従事歴がある方については合算するととがで

きま9。（2）の従事期間の月数を 10倍し、（3）の従事期間の月数に足し

合わせ、合計が120ヶ月以上の場合には、手帳を受け取るととができます。

（例） : (2）に6ヶ月間、（3）に6年間従事していた場合

→（6ヶ月× 10)+6年（プ2ヶ月）＝ 132ヶ月迄 120ヶ月

→手帳を受け取ることができます。

詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをと参照ください。

er石綿にさ5される作業に従事していたのでは？」と心配されている方へ

(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html) 

・「石綿に関する健康管理手帳」の交付について

(http://www.mhlw.go.jp/new-info／同betu／「oudou/s巴kimen/techo/index目html)
501
；
髭
民
戸

・石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A
(http://www.mhlw.go.jp/new-info/Iくobetu／「oudou/sekimen/qa/090401-1.html)

離職の際には事業場の所在地を管轄する都道府県労働局ヘ、離職の後は申請

者の住所地の都道府県労働局ヘ申請してください。労働局による審査後、交付

要件に該当する場合には手帳が交付されます。

①健康管狸手帳受付申請書

② 申請者本人か司載した業務鹿

上記①、②に加えて

③石綿作業（直接作業及び周辺作業）に従事していたとと及び従事期間につ

いて記載された事業者の証明書

事業者の証明書が得られない場合、または不十分な場合には、堕重量旦塑

立書に加えて、石綿作業に従事していたこと及び従事期間について記載さ

れた2名以上の同僚者の証明書

事業者の証明書、同僚者の証明書ともに得られない場合、又は不十分な場

合には、申請者の申立書lこ加えて、事業場における石綿健康診断の本人へ

の結果通知、社会保険の被保検者記録、給与明細、雇用保険に係る証明書

を添付してください。

交付要件の (1）に該当する場合は、レントゲン写真、CT写真、じん肺健康

診断結果証明書等も提出してください。

④ 

⑤ 

． 
.J 



・健康管理手帳交付申請書、申請者本人が記載した業務腰、事業者の証明書、

申請者の申立書、同僚者の証明書については所定の用紙を使用してください。

・必要に応じて、申請者、事業者、同僚者の方への聴き取り調査が行われると

とがあります。

・氏名、住所、電話番号等の個人情報は、健康診断の案内を通知するため、都

道府県労働局より健康診断を実施する医療機関ヘ提供されるととがあります

のでご了承ください。

・申請時に提出された書類は、

のでご了承ください。

レントゲン等の写真を除き返却いたしかねます

・申請に必要はもののうち、①漉び②のみでの申請は認め5れません。

・健康管理手帳の詳細については都道府県労働局（安全衛生課又は労働衛生課）

←寸苛酷噛わせ守合抗。

・健康管理手帳の交付を受けられた方であっても、石綿による疾患（注）を発

症し、労災請求した場合には、労働基準監督署において石綿ぱく露作業従事

歴等を調査の上、認定基準に基づいて業務上の疾病に該当するか否かを判断

することになります。

・なお、労災請求については最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

（注） 石綿による疾患…石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、ぴまん性胸膜肥厚

明醜
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アスベスト l

ご家族に、肺がんや中皮騒などで
亡くなられた方はいませんか？

' ' 

溜息切れ、胸が苦しいなどの
症状が出ていませんか？

' 

' 

・お山当たりのある方は、以下の機関にご相談ください。
・お近くの労働基準監督署または都道府県労働局三、
・独立行政法人環境再生保全機構ぐERG~デ子氏

,, 
＂～ 
い＼

' 

ぞう開闘争 合；l男j間 常磐善意手全性
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（・石綿（アスベスト）による疾病

砂石綿は、極めて細い繊維で、熱や摩擦などに強く、丈夫で変化しにくいとし巧特性を持って
いることから、過去に石綿が大量に輸入され、さまざまな工業製品に使用されてきました。

砂このため、石綿の輸入業務に関わった方や石綿製品存取り扱う事業（例・建設業、造船業）

で仕事をしたことのある方は、石綿を吸い込んだ可能性が高いと言えます。

砂また、仕事中に石綿を吸い込んだ方が持ち帰った作業着などに付着した石綿を、そのご家
族が吸い込み、病気になることもあります。

惨石綿を吸い込むことにより発症する疾病には、命中皮瞬、②肺がん、③石綿肺、ほ）ぴまん
性胸膜He!厚、⑤良性石綿胸7kなどがあり、呼吸器系の症状がよく現れます。

砂石綿による疾病は、右綿を吸ってから非常に長い年月芥経て発症することが大きな特徴で
す。（例えば、中皮腫の場合、その多くが35年前後という長い潜伏期間の後に発症するとさ
れています。）

プゆ 争～ 

＠石綿が原因で病気になった場合の補償・救済制度

あなた（または亡くなったご
家族）について、医師から
「石綿（アスベスト）が原因の
病気です」と言われたら…

※ 右綿が原因の病気になっていなくても、過去に石綿に関する職歴
がある場合などは、年lこ2回無料で健康診断を受診できる「石綿健
康管理手帳」の交付を受けられる場合があります。
お近くの都道府県労働局へご相談ください。

団日
1尿

あなた（または亡くなったご家族）は、仕事で石綿を取り扱ったことがありますか？

；日目ぃ
あなた（または亡くなったご家族）は、労働者（※）または労災保険の特別加入者ですか？

E
 

※労働者とi立、「勝業の種類を問わず、事業に使用され、賃金を支払
われる者J.~~.、い、アルバイトやパート告イマーなどの雇用形態は聞
いません。

労災保険制度による「労災保険給付J
または

石綿値康被害救済制度による「特劇遺族給付金」
（労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合）

を受けられる場合があります。

今お＇ )Jiくの労働基準需督署まだは都道府県労働圏に

ご相識くださいロ

石綿健康被害救潰制度

による「救済給付J

を受けられる場合があります。

ーう a虫〕環境国牛保全機構に

ご相談ください。

（連絡先は、4ページ「お問い合わせ先一覧」へ） 。（フリーダ仰） 鐙
0120・389・931 E:ぽ:A

2 
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｛ふ審制度の概要（一覧）

喰噌倉プ

＼ ＼＼  労災保険給付

①労働者または労災保険の

支給対象者
特別加入者

②上記①の遺族

〔a）中皮腫
(b）石綿起因性肺がん

対象疾病 (c）石綿肺
(d）びまん性胸膜肥厚
(e）良性石綿胸水

・石綿の吹き付け
石綿に ・石綿を含む建物の解体

' 
ヲ

特 別遺族給付金

平成28年3月26日までに石綿

によ寺別る加病入気；で死亡した労働者
（特 者を含む）の遺族
(*A) 

一了
根

※労災保険の遺族補償給付請求
権を時効（5年）！こより失った場合
に限ります。

汽ι

' 

救清給付

①労災保険等の対象とならない
石綿健康被害者（右綿を扱う仕
事をしていたかどうかは聞いま
せん）

②上記①の遺族

(a）中皮腫
(b）石綿起因性肺がん
(c）石綿肺
(d）ぴまん性胸膜肥厚

※（c)(d）は、著しい呼吸機能障害を伴
うものに限ります。

・石綿取り扱い工場の近隣に居
｛主していTこ

・石綿取り扱い工場で働く人の作
業着を洗濯していたさらされる ・石綿を含む製品の製造、加工

主な機会 ・労災保険の対象とならない人が、 l

などを行う場合 石綿を取り扱う仕事をしていた

などの場合

①労働者または労災保険の
特別加入者 ①労災保険等の対象とならない

－療養補償給付（自己負担な 石綿健康被害者

しで治療が受けられます） －特別遺族年金 ・医療費（自己負担分）

－休業補償給付（注） （原員IJ240万円／年） －療養手当（約10万円／月）

給付内容 ②上記①の遺族 または
②上記①の遺族

・遺族補償給付0:主） ・特別遺族一時金 －特別遺族弔慰金（注）

（年金または一時金） (1200万円） (280万円） など

など
（た注場）ご合本。人が申請しないまま亡くなっ

（注）ご本人の賃金により給付額
が異なります。

給付の種類、対象疾病、死亡時

給付内容により異なります。 期により異なります。

※遺族補償給付の請求権l立、ご
く例＞

請求期限 平成34年3月27日付B) 中皮腫で平成18年3月26日までに亡
本人が亡くなった日の翌日から5 くなった方のご遺族による特別遺族
年で時効により消滅します。 弔慰金等請求期限：平成34年3月27

日（＊日）

お近くの労働基準監督署または都道府県労働局 （独）環境再生保全機構
1‘ 

格談先
女各給付！こ関する一般的なご質問については、 。（フリーダイヤル） 響b「労災保険相談ダイヤル」でも受け付けています。

0120・389・931

詳しくは、裏面をご覧ください。

' Fし

平成初年の「石綿による健康被害の救済に関する法律J改正ばより～
(*A）「特別遺族給付金iの支給対象が拡大され、改正前にほ支給を受けられなかった平成18年S用27日以降に死亡した方の～ゾ

ご遺族についても支給を受けられるようになりました。
(*B) r特別遺族給付金」および「特別遺族弔慰金等』について、それまでの請求期限が盟隻延長されています。

.3 

1九
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ー
（＠お問い合わせ先一覧

労災保険給付・特別遺族給付金（石綿健康被害救済制度）について

《お近くの労働基準監督署または都道府県労働局》 監督署｜

（所在地一覧） http・：／／www.mhlw.gpjp/kouseiroudoushou/shozaiannnai/rou~ukyoku/
性善

都道府県労働局労働基準部労災補償課

北海道 011(709)2311 石川 076(265)4426 岡山 086(225)2019 

青森 017(734)4115 福井 0776(22)2656 広島 082 (221) 9245 

岩手 019 (604) 3009 山梨 055(225)2856 山口 083(995)0374 ダ

宮城 022(299)8843 長野 026(223)0556 徳島 088(652)9144 

秋田 018(883)4275 岐阜 058(245)8105 香川 087(811)8921 

山形 023(624)8227 静岡 054(254)6369 愛媛 089(935)5206 

福島 024(536)4605 愛知 052(972)0261 高知 088(885)6025 

茨城 029(224)6217 二重 059(226)2109 福岡 092(411)4799 

栃木 028(634)9118 滋賀 077(522)6630 佐賀 0952(32)7193 

群馬 027(210)5006 京都 075(241)3217 長崎 095 (801) 0034 

埼玉 048(600)6207 大阪 06(6949)6507 熊本 096(355)3183 
匂守

千葉 043(221)4313 兵庫 078(367)9155 大分 097(536)3214 

東京 03(3512)1617 奈良 0742(32)0207 宮崎 0985(38)8837 

神奈川 045(211)7355 和歌山 073(488)1153 鹿児島 099(223)8280 み4

新潟 025(234)5925 鳥取 0857(29)1706 沖縄 098(868)3559 

富山 076(432)2739 島綬 0852(31)1159 

《厚生労働省のホームページ》 http:/ /www.mhlw.gojp 
トップページ「クローズアップ厚生労働省」をクリック→雇用・労働「アスベスト（石綿）Jへお進みください。

（労災認定等事業場一覧表など、石綿情報を掲載しています。）

《労災保験栂設ダイヤル》 05ア0-006031／受信時間平日g:oo～17:00
労災保険給付や特別遺族給付金に関する一般的なご質問については、こちらでも受け付けています。

※ご利用にあたっては、通話料がかかります（全国一律料金）。
., . . 合唱 、， ..  

救済給付（石綿健康被害救済制度）について

《独立行政法人 環境再生保全機構 CERCA）》
（フリーダイヤル） 0120-389-931 ／受付時間平日9:30～17:30

（ホームページ） http:/ /www.erca.gojp/ asbestos／、』

1石綿救済｜｜議B《環境省 地方環境事務所》
（ホームページ） http://www.env.gojp/region/ 

・北海道地方環境事務所（札幌市） －中部地方環境事務所（名古屋市） ・広島事務所（広島市）
011-299-1952 052-955-2134 082-511ー0006

’東北地方環境事務所（仙台市） －近畿地方環境事務所（大阪市） ・九州地方環境事務所（熊本市）
022-722-2867 06-4792ー0703 096-322-2411 

－関東地方環境事務所（さいたま市） －中国四園地方環境事務所（岡山市） ・福岡事務所（福岡市）

048-600ー0815 086-223-1581 092-437-8851 
刷新潟事務所（新潟市） ・高松事務所（高松市）

025-280-9560 087-811-7240 

安上記のほか、最寄りの保健所でも相談圃申請を受け付けています。



No.I 局署名

01 I北海道局

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12月現在

住所 ｜ 電話番号

札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎
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011-737-1190 
011-894-1120 
0138-23-1276 
0134-33-7651 
0126-22白 4490
0166-35-5901 
0155-22】 8100
0125-24-7361 
0157-23-7406 
0143-23-6131 
0144-33-7396 
0154-42-9711 
01654-2-3186 
0164-42-0463 
0162-23-3833 
0146-22-2113 
0136-22-0206 

02 I青森局 青森市新町2-4-25青森合同庁舎

l労j働審議監潜審議

主豆
弘 前

~ 
五所川原

F号

率山出出
030-0861 
036-8172 
039-1166 
037-0004 
034-0082 
035-0072 

m長銀綾織率撃 3欄務；

吾森下骨長島1-3-5青森第2合同庁舎B階
弘前市大字南富田町5-1
八戸市根城9-13-9八戸合同庁舎1階
五所川原市大字唐笠柳字藤巻507-5五所川原合同斤舎3階
十和田市西二番町14-12十和田奥入瀬合同庁舎3階
むつ市金谷2-6-15下北合同庁舎4階

017-734-4444 
0172-33-6411 
0178-46-3311 
0173-35-2309 
0176 23-2780 
0175-22-3136 

03 I岩手局 盛岡市盛岡駅西通トト15盛岡第2合同庁舎

020-8522 
027-0073 
026-0041 
025-0091 
021-0864 
022-0002 
028-6103 

019-604-2530 
0193-62【 6455
0193・23-0651
0198-23-5231 
0191-23-4125 
0192-26-5231 
0195-23-4131 

仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎8階

※健

022-299-9074 
0225-22-3365 
0229-22-2112 
0224-53-2154 
0228-38-3131 



都道府県労働局（労災補償標ト労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12月現在

住所 、 ｜ 電話番号局署名

06 I山形局

甥到動運縄~j
' 'il」形

米 沢
庄内
薪a
亙玉

会津（喜多方主暑］

吾首

立一浦一日一日一日一日一日

09 I栃木局

010-0 1 I秋田市山王7丁目1番3号秋回合同庁舎 ｜（直）018-883-4幻

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）018-862-6683 
綴綴災議機総務遂 綴線級綴議I~

018-865-3671 
0185-52-6151 
0186-42-4033 
0182-32-3111 
0187-63-5151 
0184-22-4124 

慈雲
秋田市山王7-1-4秋田第2合同庁舎
能代市末広町4-20能代地方合同庁舎
大館市字三の丸6-2
横手市旭川1-2-23
大仙市大曲目の出町1-20-12
由利本荘市水林428

山形市香澄町3丁目2番1号山交ビル3階 （直）023-624-8227

023-624-6211 
0238-23-7120 
0235-22-0714 
0233-22-0227 
0237-55-2815 

福島市霞町ト46福島合同庁舎5F ｜（直）02←536－制5

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）024-536-4603

960-8021 I福島市霞町1-46福島合同芹蚕1F
963-8025 I郡山市桑野2-1-18
970-8026 Iいわき市平字堂根町4-11いわき地方合同庁舎4F
965【 0803I会津若松市城前2-10
961-0014 I白河市郭内1-124
962-0834 I須賀川市旭町204-1
966-0896 I喜多方市諏訪91
976-0042 I相馬市中村字桜ケ丘68
970-8026 Iいわき市平字国町120ラトブピルSF （仮事務所）

024-536-4610 
024-922-1378' 
0246-23-2255 
0242-26-6494 
0248-24-1391 
0248-75-3519 
0241-22-4211 
0244-36-4175 
0246-35-0050 

水戸市宮町1丁目8-31茨城労働総合庁舎5階

310-0015 I水戸市宮町1丁目8-31茨

311-0013 I目立市幸町2-9-4
300-0043 I土浦市中央2-14-11
308-0825 I筑西市下中山581-2
306-0011 I古河市東小7-32
303-0022 I常総市水海道淵頭町3114-4
301-0005 I龍ヶ崎市川原代町四区6336-1
314-0031 I鹿嶋市宮中1995-1鹿嶋労働総合庁舎3階

029-226-2237 
0294-22-5187 
029-821-5127 
0296-22-4564 
0280-32-3232 
0297-22-0264 
0297-62-3331 
0299-83-8461 

宇都宮市明保野町1番4号宇都宮第2地方合同庁舎3階

ぇ

320 0845 
326-0807 
328-0042 
322-0063 
324-0041 
321-1261 
321司 4305

※健康管理手帳についての連絡先R亘）028-634-9117
IU務総綴綴緩緩繍鰯

宇都宮市明保野町1-4宇都宮第2地方合同庁舎別館
利市大正町864
木沼和田町20-24

鹿沼市戸張町2365-5
大悶原市本町2-2828-19
日光市今市305-1
真岡市荒町5195

028-633-4251 
0284-41-1188 
0282【 24-7766
0289-64-3215 
0287-22-2279 
0288-22-0273 
0285-82 4443 



都道府県労働局（労災補償課）嗣労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12貝現在

郵便番号i 住所 I 電話番号

前橋市大j度町1丁目10番7号群馬原公社総合ピルSF ｜（直）027-21叩 0

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）027-210-5004 
翠譲 ｛ゑ緩？ ~~i 綴；；；！！宅？；：？綴綴淡禁liii'災5潔綴淡緩f！~渋；＠ri~m~綴緩議護5 綴綴綴綴綴綴g畿綴繁
喜崎市東町13←12高崎地方合同庁舎 1027-322-4661 

橋市大手町ト1-3 1027-232-3600 
伊勢崎市下植木町517 10270-25-3363 
桐生市末広町13番地5桐生地方合同斤舎 10277-44-3523 
太田市飯塚町104-1 10276-45-9920 
沼田市薄根町4468-4 10278-23-0323 
藤岡市下栗須124-10 10274-22-1418 
吾妻郡中之条町中之条664-1 10279-75-3034 

11 I埼玉局

330-6014 
332-0015 
360-0856 
350-1118 
344-8506 
359-0042 
361-8504 
368-8609 

112-8573 
110-0008 
108-0014 
141-0021 
144-8606 
150-0041 
169-0073 
171-8502 
115-0045 
120-0026 
131-8612 
136-8513 
134-0091 
192-0046 
190-8516 
198-0042 
180-8518 
194-0022 

さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・9ワー15F ｜（直）例制時間7

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）048-600-6206
綴織繍Ii綴線機縁燃側級建問鵜麟機料数

さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシスヲワー14F
川口市川口2-10-2
熊谷市別府5-95
川越市豊田本277-3Jll越合同庁舎2F
春日部市南3-10-13
所沢市並木十1-3所沢合同庁舎3F
行田市桜町2-6-14
秩父市上宮地町23-24

（直）048-600-4802

立亘迎笠三塁－3804
048-533-3611 
直苅布弓夜二0893
（直）048-735-5228

軍迎全型~こ2586
048-556-4195 
0494-22-3725 

千葉市中央区中央4丁目11番1号干葉第2地方合同斤舎 ｜（直）04ト221-431

※健康管理手1聾についての連絡先｜（直）043-221-4312 

043-308-0673 
047-431-0183 
04-7163-0248 
0479-22-8100 
0438-22-6165 
0475-22-4551 
0476-22-5666 
0475-52-4358 
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京区後楽1-9-20飯田橋合同斤舎6・7
台東区池之端1-2-22上野合同庁舎7階
港区芝5-35-1産業安全会館3階
品川区上大崎3-13-26(2階～4階）
大田区蒲田5-40-3月村ビル8・9階
港谷区神南1-3-5渋谷神南合同斤舎5・6階
新宿区百人町4-4-1新宿労働総合庁舎4・5階
豊島区池袋4-30-20豊島地方合同庁舎1階
北区赤羽2-8-5
足立区千住旭町4-21足立地方合同庁舎4階
墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル6階
江東区亀戸2-19-1カメリアプラザB階
江戸川区船堀2-4-11
八王子市明神町3-8-10
立川市緑町4-2立川地方合同庁舎3階
青梅市東青梅2-6-2
武蔵野市御殿山ト1-3クリスヲルパークビル3階
町岡市森野2-28『 14町田地方合同庁舎2階

03-5803-7383 
03-3828-6711 
03-3452-5472 
03-3443-5744 
03-3732-0173 
03-3780-6507 
03-3361-4402 
03-3971-1259 
03-3902-6003 
03-3882-1187 
03-5819-8732 
03-3637-8132 
03 3675-2125 
042-642-5296 
042-523 4474 
0428-22-0285 
0422-48-1161 
042-724-6881 



~ 

丹曹

量全逓

171石川局

18 I福井局

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12月現在

住所 ｜ 電話番号

横浜市中区北仲通5丁目57番地横浜第2地方合同庁舎8階 ！（直）附－211-7355

※健康管理手帳についての連絡先盤盤盆ト7353

横浜市中区北仲通5丁目57
横浜市鶴見区鶴見中央Z::6-18
川崎市川崎区宮前町8-2
川崎市高津区溝口ト21-9
横須賀市新港町1-8横須賀地方合肩芹蚕扇雇

浜市港北区新横浜3-24-6横浜港北地方合同庁舎3階
平塚市追分1-1
藤沢市朝日町5~12 藤沢労働総合庁舎3階
小田原市浜町1-7-11
厚木市旭町2-2-1
相模原市中央区富士見6-10-10相模原地方合同庁舎4階
横浜市保土ケ谷区岩井町1-7保土ヶ谷駅ピル4階

045-211-7376 
045-501-4968 
044-244-1271 
044-820-3181 
046-823-0858 
045-474-1253 
0463-32-4600 
0466-23-6753 
0465-22-7151 
046-228-1331 
042-752-2051 
045-332-9311 

新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館3階 ｜（直）町－288－お06

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）025-288-3505

950-8624 I薪潟市中央区美咲爾1=2-1 新潟美咲合同ff舎2号館2階
940-0082 I長岡市千歳1-3-88長岡地方合同庁舎7階
943-0803 Iよ越市春日野1-5-22上越地方合同庁舎3階
955-0055 I三条市塚野目2-5-11
957-8506 I新発田市日渡96新発田地方合同庁舎3階
956-0864 I新潟市秋葉区新津本町4-18-8新津労働総合庁舎3階
946-0004 I魚沼市大塚新田87-3
948-0073 I十日町市稲荷町2丁目9番地3
952 0016 I佐渡市原黒333-38

025-288-3571 
0258-33-8711 
025-524 2111 
0256-32-1150 
0254-27 6680 
0250-22-4161 
025-792-0241 
025-752-2079 
0259-23-4500 

富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎5階 i＜直）076目 ω臼刀

※健康管理手帳についての連絡先I＜直）076-432-2731 

言山市神通示面ff画百番5号富函莞爾語盃庁舎2階
Ji岡市中川本町10-21高岡法務合同庁舎2階
主主津市新金屋1-12-31魚津合同庁舎4階
砺波市広上町5-3

金沢市西念3丁目4番1号金沢駅西合同庁舎5階

※健

076-432-9143 
0766-23-6446 
0765-22-0579 
0763-32-3323 

076-292-7938 
0761-22-4231 
0767-52-3294 
0768-52-1140 

福井市春山1丁目1番目号福井春山合同庁舎 ｜（直）0776-22-2656

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）0776-22-2657

福井市商事1-121-5
敦賀市鉄輪町1-7-3敦賀駅前合同庁舎2階
越前市中央1-6-4
大野市弥生町1-31

男安男安衰＂＇努努窓を拐帯型

0776-54-7722 
0770-22-0745 
0778-23-1440 
0779-66-3838 



局署名

20 I長野局

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12月現在

住所 ｜ 電話番号

甲府市丸の内1丁目1番11号

長野市中御所1丁目22-1

長野市中御所1丁目22-1
松本市大字島立1696
園谷市神明町3-14-8
上田市天神2-4-70上回労働総吾芹蚕
飯田市高羽町6-1-5飯田高羽合同庁舎3階
中野市中央1-2-21
小諸市三和トト22
伊那市中央5033-2
大町市大町4166-1

岐車市金竜町5丁目1措地岐阜合同庁舎3階 ｜（直）日時245-8105

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）058-245-8103

500-8157 I岐阜市五坪1-9-1岐阜労t扇語蚕芹吾言雇
503-0893 I大垣市藤江町ト1-1
506-ooog I高山市花岡町3-6-6
501-0031 I多治見市音羽町5-39-1多治見労働総合庁舎3階
50ト3803I関市西本郷通3ート15
509-7203 I恵那市長島町正家1-3-12恵那地方合同庁舎2階
501-4235 I郡上市八幡町有坂1209-2郡上八幡地方合同庁舎3階

430-8639 
420-0837 
410-0831 
411-0033 
417-0041 
438-8585 
427-8508 

058】 247-2370
0584-78-5184 
0577-32-1180 
0572-22-6381 
0575-22-3251 
0573-26-2175 
0575-65-2101 

（直）054-254-6369

（直）054-254-6314

053-456 8150 
054-252-8108 
055-933-5830 
055-986-9100 
0545-51-2255 
0538-32-2205 
0547-37司 3148





民君主
都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧

平成26年12月現在

住所 ｜ 電話番号

大阪市中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎第2号館9階

についてのた日

540-0003 
557-8502 
530-6007 
550-0014 
554-0012 
532-8507 
578-0944 
596-0073 
590-0078 
583-0857 
573-8512 
595-0024 
567-8530 

阪市中央区森ノ宮中英1-15-10
天阪市西成区玉出中2-13-27
大阪市北区天満橋ト8-30OAP$！ワー7階
大阪市西区北堀江トト19アステリオ北堀江ビル9階
大阪市此花区西九条5-3-63
大阪市淀川区西三国4ー1-12
東大阪市若江西新町1-6-5
岸和田市岸城町23-16
援市堺区南瓦町2-29堺地方合同庁舎3階
羽曳野市誉回3-15-17
枚方市東田宮1-6-8
泉大津市池浦町1-5-4
茨木市上中条2-5-7

06-6941-0451 
06-6653-5050 
06-6358-0261 
06-6531-0801 
06-6462-8101 
06-6350 3991 
06-6723-3006 
072-431-3939 
072-238-6361 
072-956-7161 
072-845-1141 
0725-32-3888 
072-622-6871 

（直）078-367-9155

（直）078-367-9153

650-0024 
652-0802 
660 0892 
670-0947 
664-0881 
662-0942 
675-0017 
677-0〔Jl5 
668-0031 
678-0031 
656-0014 

戸市中央区海岸通29碍戸

神戸市兵庫区水木通10-1-5
尼崎市東難波町4-18-36尼崎地方合同庁舎1階
姫路市北条1-83
伊丹市毘陽ト1-6伊丹労働総合斤舎
西宮市浜町7-35西宮地方合同庁舎
加古川市野口町良野1737
西脇市西脇885-30西脇地方合同庁舎
豊岡市大手町9-15
相生市旭ト3-18相生地方合同庁舎
洲本市桑問280-2

078-332-5353 
078-576-1831 
06-6481-1541 
079-224-1481 
072-772-6224 
0798-26-3733 
079-422-5001 
0795-22-3366 
0796-22-5145 
0791【 22-1020
0799-22-2591 

奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎

※ 

（直）0742-32-0207

)0742-32-0205 

最良市高扇町雨蚕
大和高田市大中393
桜井市粟殿1012
吉野郡大淀町下i現1]364-1

0742-23-0435 
0745-52-5891 
0744-42-6901 
0747-52-0261 
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073-488-1203 
0738-22-3571 
0736-32 1190 
0739-22-4694 
0735-22-5295 



出主主名

33 I岡山局
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都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12月現在

住所 ｜ 電話番号

（直）0857-29-1706

※健康管理手帳についての連絡先Ic直）0857-29-1704
議総綴織綴察課機級機織綴綴綴綴綴瀦綴綴綴議
鳥取市富安2-89-4鳥取第1地方合同庁舎4階
米子市東町124-16米子地方合同庁舎5階
倉吉市駄経寺町2-15倉吉地方合同庁舎3階

松江市向島町134番10松江地方合同庁舎5階
※ 

j緩瀦綴畿綴緩綴鰍機織畿綴織綴綴機機織懇
松江市向島町134番10松江地方合同庁舎2階
出雲市塩冶善行町13-3出雲地左金@ft金主監
浜田市田町116-9

益旦重盗立堅金璽E位益旦型左金@ft金撞

（直）0852-31-1159

先日直）0852-31-1157

0852-31-1166 
0853-21-1240 
0855-22-1840 
0856-22-2351 

岡山市北区下右井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎 ｜（直）086-225-2019

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）086-225-2013

100-0913 I岡山市北区大供2-11-20
710-0047 I倉敷市大島407-1
708-0022 I津山市山下9-6津山労働総合庁舎2階
714-0081 I笠岡市笠岡5891笠岡労働総合庁舎4階
109 0442 I和気郡和気町福富313
718 0011 I新見市新見811-1

086-225-0591 
086-422-8177 
0868-22-7157 
0865-62-4196 
0869-93『 1358
0867-72-1136 

広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎第2号館5階

※ 

730-8528 I雇島市中区五］＼丁堀6-30広
737-0051 I呉市中央3-9-15
720-8503 I福山市旭町1-7
723 0016 I三原市宮沖2-13-20
122-0002 I尾道市古浜町27-13尾道地方合同斤舎
728-0013 I三次市十日市東1-9-9
731-0223 I広島市安佐北区可部南＇ 3-3-28
738-0024 I廿日市市新宮lT目15-40廿日市地方合同庁舎

082-221-2461 
0823-22-0005 
084-923-0005 
0848-63-3939 
0848-22-4158 
0824-62-2104 
082-812-2115 
0829-32-1155 

山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館 ｜（直）即ー則ー0374

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）083-995-0373 

750-8522 I下関市東大和町2ート15
755-0044 I宇部市新町10-33宇部地方合同庁舎4階
745-0844 I周南市速玉町＇ 3-41
744-0022 I下松市大字末武主主且箪遡入617-3
740-0027 I岩国市中津町2-15-10
753-0088 I山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎1号館
758-0074 I萩市大字平安古町599-3萩地方合同庁舎

083-266-5476 
0836-31-4500 
0834-21-1788 
0833-41-1780 
0827-24-1133 
083-922-1238 
0838-22-0750 

徳島市徳島町城内6番地B徳島地方合同庁舎 ｜（直）088-652-9同

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）088-652-9164

福島市万夜爾3-5徳葛語語函方官両芹蚕
鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6
三好市池田町マチ2429-12
阿南市領家町本荘ケ内120-6阿南労働総合庁舎

088-622-8138 
088司 686-5164
0883-72-1105 
0884-22-0890 



局署名

亘j金
丸 亀

革
38 I愛媛局

守治
jτ幅京
事布菖

官閏亘玄呈

再
鍾

都道府県労働局（労災補償謀）・労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12月現在

郵便番号！ 住所 ｜ 電話番号

760-0019 
763-0034 
762-0003 
768-0060 
769-2601 

松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎5階

語山市六軒家前手訂松山労働総吾芹蚕ヰ面
新居浜市一宮町1-5-3
今治市旭町1-3-1
八幡浜市江戸間トト10
宇和島市天神町4-40宇和島地方合同庁舎3階

089-917-5250 
0897-37-0151 
0898-32-4560 
0894-22-1750 
0895-22-4655 

(j室）088-885-6025

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）088-885-6023

福知扇面盃回1-39
須崎市緑町7-11
四万十市右山五月町3-12中村地方合同庁舎
安芸市矢の丸2-1-6安芸地方合同庁舎

L 
088-885 6031 
0889-42-1866 
0880-35-3148 
0887-35-2128 

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館4F I （直）脱－411-4799

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）092-41ト4798

810-8605 I福岡市中央区長浜2-1-1
836”8502 I大牟田市小浜町24-13
830-0037 I久留米市諏訪野町2401
820-0018 ｜飯塚市芳雄田T13-6飯塚合同庁舎4階
806-8540 I北九州市八幡西区岸の浦ト5-10八幡労働総合庁舎3階
803-0814 I北九州市小倉北区大手町13-26小倉第2合同庁舎5階
800-0004 I北九州市門司区北川町ト18
825-0013 I田川市中央町4-12
822-0017 I直方市殿町9-17
824-0005 I行橋市中央1-12-35
834-0047 I八女市大字稲富132
813【 0016I福岡市東区香椎浜1-3-26

佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎4階

※ 

092-761-5604 
0944'-53-3987 
0942-33-7251 
0948-22-3200 
093-622-6550 
093-561-0881 
093-381-5361 
0947-42-0380 
0949-22-0544 
0930-23-0454 
0943-23-2121 
092】 661-3770

0952-32-7133 
、0955-73-2179
口954-22-2165
0955-23-4155 



局署名

都道府県労働局（労災補償謀ト労働基準監督署連絡先一覧
平成26年12月現在

住所 ｜ 電話番号

長崎市万才町7-1住友生命長崎ピル6階

※ 

852-8542 
857-0041 
859-6101 
855-0033 
854-0081 
817-0016 

095-846-6353 
0956-24-4161 
0956-65-2141 
0957-62-5145 
0957-26-3310 
0920-52-0234 

宣
皇
池

862-8688 
866-0852 
865-0016 
868-0014 
863-0050 
861-1306 

熊本地方合同庁舎A棟9階

※ 
鱗綴綴機織機綴綴機織機線機
本市中央区大江3ート53熊本第2合両芹盲

八代市大手町2丁目3番11号
玉名市岩崎273玉名合同庁舎5階
人吉市下薩摩瀬町1602-1人吉労働総合斤舎2階
天草市丸尾町16-48天草労働総合庁舎2階
菊池市大琳寺236-4

096-362-7100 
0965-32-3151 
0968-73-4411 
0966-22-5151 
0969-23 2266 
0968-25-3136 

44 I大分局 大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザピルB階

天分市新Hf町手F両三大分合向洋蚕面面
中津市大字中殿550番地20中津合同斤舎2階
佐伯市鶴谷町1-3-28佐伯労働総合庁舎3階
日田市淡窓トト61
豊後大野市三重町市場1225-9三重合同庁舎4階

097-535-1511 
0979-22-2720 
0972-22-3421 
0973 22-6191 
0974-22-0153 

宮崎市橘通東3丁目1番22号宮崎合同庁舎2階

言崎市丸島町1-15
延岡市大賞町ト2885-1
都城市上町2街区11号都城合同庁舎6階
日南市戸高1丁目3番17号

0985-29-6000 
0982-34-3331 
0986-23-0192 
0987-23 5277 

鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同序舎2階 ｜（直）0 -223サ28

※健康管理手帳についての連絡先！（直）099-223-8279 

雇児島市薬師1-6-3
薩摩川内市若葉町4-24川内地方合同庁舎
鹿屋市西原4-5-1鹿屋合同庁舎5階
姶良市加治木町新富町98-6
奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同斤舎3階

099-214-9175 
0996-22-3225 
0994-43-3385 
0995-'63-2035 
0997-52-0574 

那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎3階 ｜（直）098-8除問9

※健康管理手帳についての連絡先｜（直）098-868-4402

098-868-3344 
098-982-1263 
0980-52-2691 
0980-72-2303 
0980-82-2344 



退職された労働者等に対する労災補償制度等の

周知の取組についての調査票

霊童重盆

担当主盤塁盗

連盆韮

月lj添3

問1 退職された労働者等（※）に対して石綿健康管理手帳制度・労災補償制度等の

周知を行いましたか（行う予定がありますか）。

1 1まい

2 いいえ

※ 「退職された労働者等」とは、現在も勤務されている労働者の方々、既に離

職されている労働者の方々やその御遺族の方々を指します。以下同じ。

問2 問1において 1と回答された場合、どのような取組を行いましたか（行う予定

がありますか）。該当する番号！こOをお付けください（複数回答可）。郵送した

件数等取組の実績についてもお分かりになる範函で御記入ください。

① 退職された労働者等の全員または一部に対して、健康管理手帳制度・労災補償

制度等のリーフレツト等を郵送等により提供している（予定を含む）。

退職労働者等に郵送等した件数 件

② 自社のホームページに健康管理手帳制度・労災補償制度等の情報を掲載してい

る（予定を含む）。

③ 自社に相談窓口を設置し、退職された労働者等からの健康管理手帳制度・労災

補償制度や、石綿による健康障害等に関する相談に対応している（予定を含む）。

相談対応等を行った件数 件

④退職された労働者等のうち、健康管理手帳制度・労災補償制度等の対象となる



可能性のある方への申請手続等の支援を実施している（予定を含む）。

申請手続等の支媛を行った件数 件

⑤ その他の取組

【お願い】

情報の提供等に使用した通知文又はリーフレツト等がある場合は、車呈堂主主畳

けしますが、一部同封してください。

間3 問1において2と回答された場合、どのような理由で周知を行っていないのか

（行う予定がないのか）御記入ください。

問4 退職された労働者等に対する情報の提供等において、どのような情報が役立つて

いるものとお考えでしょうか。該当する番号にOをお付けください（複数回答可）。

① 労災補償制度・特別遺族給付金制度や詰求手続等に関すること。

②健康管理手帳制度及びこれに基づく健康診断に関すること。

③事業場における石綿による疾病の健康相談窓口に関すること。

④事業場における過去の石綿製品の使用・管理状況に関すること。

⑤事業場における石綿による疾病の発生に関すること。

⑥ その他

間5 退職された労働者等に対する健康管理手帳や労災補償制度等の周知、請求勧奨の

取組について、固に要望したい事項はどのようなことですか。該当する番号iこOを

お付けください。 （複数回答可）

① マスメディアを活用した周知・広報の拡充

②個別事業場に対する制度の周知の拡充



③事業場における周知の取組に対する国からの支援

④ その他

調査は以上です。御協力ありがとうございました。

本調査票は、同封の返信用封筒により返送をお願いいたします。



労災認定等事業場に対する退職労働者等への周知依頼状況

（未回答事業場用）

別紙2

00労働局

事業場名

事業場連絡先

事業場担当者氏名

労働局担当者氏名

調査票の提出依頼の 済・未（理由：

実施

提出依頼後の事業場から 有・無

の提出状況

提出済事業場に係る未実 有・無

施事業場への移行

年月 日 提出依頼に係る経過等

． 

． 

． 

． 

1 



別紙2

年月 日 提出依頼に係る経過等

． ． 

． 

． 

． ． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． ． 

． 

-2 -



別紙3

労災認定等事業場に対する退職労働者等への周知依頼状況

（未実施事業場用）

00労働局

事業場名

事業場連絡先

事業場担当者氏名

労働局担当者氏名

調査票問 3 （取組ができ 有・無

ない理由）の記載

調査票問 3の記載が （例）廃業しているため周知は必要ないと考えている。

「有」の場合の記載内容

周知依頼の実施結果 依頼済み・依頼困難（理由．

周知依頼を実施しなかっ

た場合の理由
、

年月 日 周知依頼に係る経過等

． ． 

． 

． 

ー



男lj紙3

年月 日 周知依煩に係る経過等

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

・ ． 

． 

． 

． 

． 

． 

． 

ノ勺

2 -


